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太田市農業委員会第２４回定例総会議事録 

 

開会日時  令和４年７月１１日（月） 午後２時 

閉会日時  令和４年７月１１日（月） 午後２時44分 

開催場所  太田市役所 新田庁舎 特別会議室（２階） 

 

出席委員   1小林 良孝   2石原 康男     3牛久保 榮治   4永井 幸二 

（19人）  5木村 克已   6長島 佳男    7齋藤 森雄     8中村 博正 

       9佐野 順一  10新井 章夫   11小島 秀一    12齊藤 道明 

13新井 整    14山田 清作   15飯塚 茂夫   16片亀 昌子 

17中島 沙織  18清水 由紀江   19青木 紀美子 
 

欠席委員    

（0人）   

 

出席職員  塚越局長 大木次長 小此木次長補佐 西野目係長 

（9人）   大澤主任 青木主任 松井主任 小畠主任 大﨑主事 

 

会議に付  議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請について  (会長) 

した事項  議案第２号  農地法第４条の規定による許可申請について  (会長) 

   議案第３号  農地法第５条の規定による許可申請について  (会長) 

 

報告事項  報告第１号  太田市農業委員会会長専決規程第３条による報告について 

      報告第２号  農地法第４条第１項第８号の規定による専決処分について 

報告第３号  農地法第５条第１項第７号の規定による専決処分について 

  報告第４号  農地法第１８条第６項の規定による通知書について 

報告第５号  農地法第３条の３の規定による農地等の権利取得の届出につ

いて 

 

協議事項  （１） 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）に 

ついて 
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1 開  会   午後２時 

 

2 開会宣言   ただいまから第24回農業委員会定例総会を開会いたします。 

 

3 会期の決定  

 

議   長    それでは、定足数について事務局よりお願いいたします。 

 

事 務 局    本日の定足数については、出席の委員19名、欠席の委員はありません。

過半数以上の出席がありますので、本日の定例総会は成立することを

ご報告申し上げます。 

 

議   長    会期について議題といたします。 

         お諮りいたします。 

会期は、本日一日限りといたしたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

委   員    （異議なしの声あり） 

議   長    ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日一日限りと決定いたします。 

 

4 議事録署名人及び書記の選任 

 

議   長    次に、議事録署名委員及び書記の選任について、議題といたします。 

議事録署名委員及び書記について、議長において指名したいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

委   員    （異議なしの声あり） 

議   長    それでは、８番 中村博正委員 と 10番 新井章夫委員 のお二人

にお願いいたします。 

また、書記につきましては事務局の松井主任を指名いたします。 

議事に入る前に、議案書の訂正等がありましたら報告願います。 

 

事 務 局    訂正はございません。 

 

5 議事顛末  

 

議   長    それでは、これより議事に入ります。 
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議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請が会長宛てにあった

ので、審議を求めます。 

提出件数は14件です。 

事務局より、提案をお願いいたします。 

 

事 務 局    提出件数14件について、朗読し詳細に説明する。 

 

１番 古戸町の土地 田 488㎡、営農型太陽光発電施設として活用し

たい。 

２番 古戸町の土地 畑 1,725㎡、営農型太陽光発電施設として活用

したい。 

３番 古戸町の土地 田 974㎡、営農型太陽光発電施設として活用し

たい。 

４番 古戸町の土地 田 485㎡、営農型太陽光発電施設として活用し

たい。 

５番 古戸町の土地 田 551㎡、営農型太陽光発電施設として活用し

たい。 

６番 西長岡町の土地 畑 362 ㎡ 外１筆 計 461 ㎡、農地を譲受

け経営規模を拡大したい。 

７番 西長岡町の土地 畑 348 ㎡ 外１筆 計 447 ㎡、農地を譲受

け経営規模を拡大したい。 

８番 新田赤堀町の土地 田 1,514㎡、売電事業拡張のため設備投資

を行い、農地を活用して優良農地を保全したい。 

９番 新田市町の土地 畑 836㎡、営農型太陽光発電施設として活用

したい。 

10 番 上小林町の土地 畑 581 ㎡、譲渡人から借りていたが取得し

て経営基盤を広げたい。 

11 番 上小林町の土地 畑 290 ㎡、農地を譲受け経営規模を拡大し

たい。 

12 番 新田上江田町の土地 畑 1,124 ㎡、売電事業拡張のため設備

投資を行い、農地を活用して優良農地を保全したい。 

13 番 新田上江田町の土地 畑 833 ㎡、売電事業拡張のため設備投

資を行い、農地を活用して優良農地を保全したい。 

14 番 新田上江田町の土地 畑 1,303 ㎡、売電事業拡張のため設備

投資を行い、農地を活用して優良農地を保全したい。 
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議案第１号、６番、７番、10番、11番につきましては、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考

えます。 

１番から５番、８番、９番、12番から14番の営農型太陽光発電施設設

置に伴う区分地上権設定につきましては、農地法第３条第２項ただし

書に該当するため、同項各号の要件を満たす必要がありませんので、

問題ないと考えます。 

以上、提案させていただきます。処分の決定をお願いいたします。 

 

議   長    事務局の提案が終わりましたので、地区協議会での結果報告をお願い

いたします。 

なお、番号１番から５番、８番から９番、12番から14番の区分地上権

の設定については、権利が設定される農地及び周辺の農地に係る営農

条件に支障を生ずるおそれがなく、かつ、当該農地における賃借人等

の権利者の同意を得ていると認められる場合に限り許可するものとさ

れております。 

なお、営農条件に支障を生ずるおそれ及び権利者の同意については、

３条許可と同時に申請された５条許可の判断の際に確認することにな

っておりますので、説明を省略し、５条許可の際に併せて審議するも

のといたします。 

それでは、番号６番から７番について、第３地区協議会の調査した意

見結果を報告願います。 

 

２番 委員     ６番、７番について、申し上げます。 

この２件につきましては、相続によって得た土地を管理し切れなくな

ったので、実家の相続人に贈与によって戻す、そういう案件でござい

ます。当然、現状も畑でございますので、何の問題もなく、許可相当と

いう結論を得ましたので、よろしくご審議をお願いいたします。以上

です。 

 

議   長    ただいま、第３地区協議会より番号６番から７番について報告があり

ましたが、ご意見、ご質問等ございますか。 

委   員    なし。 

議   長    ご意見、ご質問等もないようですので、採決いたします。 

番号６番から７番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手 全員） 
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議   長    全員賛成でありますので、番号６番から７番を許可とすることに決定

いたします。 

 

議   長    続いて、番号 10 番から 11 番について、第５地区協議会の調査した意

見結果を報告願います。 

なお、第２地区協議会にも関連がありますので、併せて報告願います。 

 

７番 委員     10番、11番につきましては、当地区協議会で調査した結果、農地法第

３条第２項の各号に該当しないため、許可相当ということで意見決定

をいたしました。 

よろしくお願いします。 

３番 委員     第２地区より、調査した結果を申し上げます。 

番号10番、譲受人は新田地区にある農地所有適格法人です。譲渡人か

ら借りていたが、取得して経営基盤を広げたい。譲渡人は、高齢で農地

の管理ができないので譲渡したいということです。 

11番ですが、10番とほとんど同じでありますので、省略させていただ

きます。 

調査した結果は、周辺農地への支障もなく問題はないものと判断し、

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件を満たしてい

るものと意見決定しました。 

再度審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議   長    ただいま、第５地区協議会及び第２地区協議会より、番号10番から11

番について報告がありましたが、ご意見、ご質問等ございますか。 

委   員    なし。 

議   長    ご意見、ご質問等もないようですので、採決いたします。 

番号10番から11番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手 全員） 

議   長    全員賛成でありますので、番号 10 番から 11番を許可とすることに決

定いたします。 

 

議   長    続きまして、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請が会長

宛てにあったので、審議を求めます。 

提出件数は３件です。 

事務局より、提案をお願いいたします。 
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事 務 局    提出件数３件について、朗読し詳細に説明する。 

 

１番 矢田堀町の土地 715 の内 114.33 ㎡ 外２筆 計 2,271 の内

211.61㎡、農地区分は、「宅地化に達している区域に近接する農地の区

域で概ね10ha未満にある農地」の理由から第二種農地と判断されます。 

通路用地として転用するものです。 

２番 新田村田町の土地 89㎡、農地区分は、「概ね 10ha以上の規模

の一団の農地の区域内にある農地」の理由から第一種農地と判断され

ます。第一種農地は原則転用不許可となりますが、「既存敷地の２分の

１以内の敷地拡張」については例外規定があり、該当する場合は問題

ないと考えます。 

農家住宅・農作業場用地として敷地拡張するものです。 

３番 新田上江田町の土地 2,015㎡、農地区分は、「今後長期にわた

り農業上の利用を確保すべき土地の区域内の農地」の理由から、農用

地区域内農地と判断されます。農用地区域内農地は原則転用不許可で

すが、「一時的な利用に供される場合」については例外規定があり、該

当する場合は問題ないと考えます。 

農地改良として一時転用するものです。 

以上、提案させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

議   長    事務局の提案が終わりましたので、地区協議会での結果報告をお願い

いたします。 

番号１番について、第２地区協議会の調査した意見結果を報告願いま

す。 

 

６番 委員     これは昭和30年頃から、農地にもかかわらず、農地法の許可を得ない

で通路として使用していたものです。これは文書を１枚取りまして、

是正をするということにしていただきたいと思います。また、これと

の関連は別途またご説明します。以上、問題ないと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

議   長    ただいま、第２地区協議会より番号１番について報告がありましたが、

ご意見、ご質問等ございますか。 

委   員    なし。 

議   長    ご意見、ご質問等もないようですので、採決いたします。 
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番号１番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手 全員） 

議   長    全員賛成でありますので、番号１番を許可とすることに決定いたしま

す。 

 

議   長    続いて、番号２番から３番について、第５地区協議会の調査した意見

結果を報告願います。 

 

７番 委員     番号２番につきましてご説明します。 

２番につきまして、当第５地区協議会で許可基準チェックリストに基

づき調査した結果、許可を得ずに農家住宅の作業場等を敷地の一部と

して使用していたことが分かりました。そのため、これを是正するも

のであります。第５地区としては問題ないという判断でございますが、

再度ご検討をお願いいたします。 

５番 委員     続きまして、報告いたします。 

番号３番について、当地区協議会で許可基準チェックリストに基づき

調査した結果は、申請地は地盤が低く水がたまり、耕作ができないた

め、かさ上げをし、畑利用できるようにする農地改良の申請でありま

す。 

現地を確認したところ、周辺農地への支障もなく問題はないので、許

可相当と意見決定いたしました。 

再度ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議   長    ただいま、第５地区協議会より番号２番から３番について報告があり

ましたが、ご意見、ご質問等ございますか。 

委   員    なし。 

議   長    ご意見、ご質問等もないようですので、採決いたします。 

番号２番から３番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手 全員） 

議   長    全員賛成でありますので、番号２番から３番を許可とすることに決定

いたします。 

 

議   長    続きまして、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請が会長

宛てにあったので、審議を求めます。 

提出件数は30件です。 

事務局より提案をお願いいたします。 
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事 務 局    提出件数30件について、朗読し詳細に説明する。 

 

１番 古戸町の土地 2,532㎡、「宅地化に達している区域に近接する

農地の区域で概ね10ha未満にある農地」の理由から第二種農地と判断

されます。なお、以降の案件において、同様の理由となるものについて

は、説明を省略させていただきます。 

太陽光発電設備設置用地として転用するものです。 

２番 古戸町の土地 618㎡、農地区分 第二種、太陽光発電設備設置

用地として転用するものです。 

３番 古戸町の土地 488の内 0.423㎡、農地区分は、「今後長期にわ

たり農業上の利用を確保すべき土地の区域内の農地」の理由から、農

用地区域内農地と判断されます。なお、以降の案件において、同様の理

由となるものについては、説明を省略させていただきます。農用地区

域内農地は原則転用不許可ですが、「一時的な利用に供される場合」に

ついては例外規定があり、該当する場合は問題ないと考えます。 

営農型太陽光発電施設用地として一時転用するものです。 

４番 古戸町の土地 1,725 の内 0.776 ㎡、農地区分 農用地区域内

農地、農用地区域内農地は原則転用不許可ですが、「一時的な利用に供

される場合」については例外規定があり、該当する場合は問題ないと

考えます。 

営農型太陽光発電施設用地として一時転用するものです。 

５番 古戸町の土地 974 の内 0.531 ㎡、農地区分 農用地区域内農

地、農用地区域内農地は原則転用不許可ですが、「一時的な利用に供さ

れる場合」については例外規定があり、該当する場合は問題ないと考

えます。 

営農型太陽光発電施設用地として一時転用するものです。 

６番 古戸町の土地 485 の内 0.441 ㎡、農地区分 農用地区域内農

地、農用地区域内農地は原則転用不許可ですが、「一時的な利用に供さ

れる場合」については例外規定があり、該当する場合は問題ないと考

えます。 

営農型太陽光発電施設用地として一時転用するものです。 

７番 古戸町の土地 551 の内 0.395 ㎡、農地区分 農用地区域内農

地、農用地区域内農地は原則転用不許可ですが、「一時的な利用に供さ

れる場合」については例外規定があり、該当する場合は問題ないと考

えます。 

営農型太陽光発電施設用地として一時転用するものです。 
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８番 矢場新町の土地 0.51㎡ 外１筆 計441.51㎡、農地区分は、

「概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地」の理由から

第一種農地と判断されます。なお、以降の案件において、同様の理由と

なるものについては、説明を省略させていただきます。第一種農地は

原則転用不許可となりますが、「住宅その他申請に係る土地の周辺の地

域において居住する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接続

して設置されるもの」については例外規定があり、該当する場合は問

題ないと考えます。 

一般住宅用地として転用するものです。 

９番 龍舞町の土地 398㎡、農地区分は、「道路、下水道、その他広

域的施設の整備状況からみて、第三種農地と同程度の整備状況に達す

ることが見込まれる区域の農地、具体的には、東武小泉線竜舞駅から

概ね 500ｍ以内の区域の農地」の理由から第二種農地と判断されます。

なお、以降の案件において、同様の理由となるものについては、説明を

省略させていただきます。 

一般住宅用地として転用するものです。 

10 番 龍舞町の土地 460 ㎡、農地区分 第二種、一般住宅用地とし

て転用するものです。 

11 番 東今泉町の土地 298 ㎡、農地区分 第二種、一般住宅用地と

して転用するものです。 

12 番 矢田堀町の土地 12 ㎡ 外 1 筆 計 127 ㎡、農地区分 第二

種、通路用地として転用するものです。 

13番 矢田堀町の土地 319㎡、農地区分 第一種、「第一種農地は原

則転用不許可となりますが、「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域

において居住する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接続し

て設置されるもの」については例外規定があり、該当する場合は問題

ないと考えます。 

一般住宅用地として転用するものです。 

14番 富若町の土地 758㎡ 外1筆 計993㎡、農地区分 第二種、

露天駐車場用地として転用するものです。 

15番 原宿町の土地 168㎡ 外 3筆 計 1,089㎡、農地区分 第二

種、露天資材置場用地として転用するものです。 

16 番 原宿町の土地 535 ㎡、農地区分 第二種、露天資材置場用地

として転用するものです。 

17番 西長岡町の土地 301㎡ 外 1筆 計 535㎡、農地区分 第二

種、太陽光発電設置用地として転用するものです。 
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18 番 天良町の土地 500 ㎡、農地区分 第一種、第一種農地は原則

転用不許可となりますが、「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域に

おいて居住する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接続して

設置されるもの」については例外規定があり、該当する場合は問題な

いと考えます。 

一般住宅用地として転用するものです。 

19 番 大鷲町の土地 2,062 ㎡、農地区分 第二種、植林用地として

転用するものです。 

20番 尾島町の土地 991㎡ 外 5筆 計 5,871㎡、農地区分 第二

種、太陽光発電設備用地として転用するものです。 

21 番 新田赤堀町の土地 1,514 の内 10.96㎡、農地区分 農用地区

域内農地、農用地区域内農地は原則転用不許可ですが、「一時的な利用

に供される場合」については例外規定があり、該当する場合は問題な

いと考えます。 

営農型太陽光発電施設用地として一時転用するものです。 

22番 新田小金井町の土地 291㎡、農地区分 第一種、「第一種農地

は原則転用不許可となりますが、「住宅その他申請に係る土地の周辺の

地域において居住する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接

続して設置されるもの」については例外規定があり、該当する場合は

問題ないと考えます。 

露天廃車置場用地として転用するものです。 

23番 新田市野井町の土地 274㎡、農地区分 第一種、「第一種農地

は原則転用不許可となりますが、「住宅その他申請に係る土地の周辺の

地域において居住する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接

続して設置されるもの」については例外規定があり、該当する場合は

問題ないと考えます。 

農家住宅用地として転用するものです。 

24 番 新田市町の土地 836 の内 0.549 ㎡、農地区分 農用地区域内

農地、農用地区域内農地は原則転用不許可ですが、「一時的な利用に供

される場合」については例外規定があり、該当する場合は問題ないと

考えます。 

営農型太陽光発電施設用地として一時転用するものです。 

25番 新田市野倉町の土地 1,661㎡、農地区分 第一種、「第一種農

地は原則転用不許可となりますが、「住宅その他申請に係る土地の周辺

の地域において居住する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に

接続して設置されるもの」については例外規定があり、該当する場合
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は問題ないと考えます。 

露天資材置場用地として転用するものです。 

26番 新田上江田町の土地 1,124の内7.12㎡、農地区分 農用地区

域内農地、農用地区域内農地は原則転用不許可ですが、「一時的な利用

に供される場合」については例外規定があり、該当する場合は問題な

いと考えます。 

営農型太陽光発電施設用地として一時転用するものです。 

27番 新田上江田町の土地 833の内6.26㎡、農地区分 農用地区域

内農地、農用地区域内農地は原則転用不許可ですが、「一時的な利用に

供される場合」については例外規定があり、該当する場合は問題ない

と考えます。 

営農型太陽光発電施設用地として一時転用するものです。 

28 番 新田上江田町の土地 1,303の内 10.54 ㎡、農地区分 農用地

区域内農地、農用地区域内農地は原則転用不許可ですが、「一時的な利

用に供される場合」については例外規定があり、該当する場合は問題

ないと考えます。 

営農型太陽光発電施設用地として一時転用するものです。 

29番 藪塚町の土地 81㎡、農地区分 第二種、一般住宅用地として

敷地拡張するものです。 

30番 大原町の土地 7,646㎡、農地区分 第一種、「第一種農地は原

則転用不許可となりますが、「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域

において居住する者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接続し

て設置されるもの」については例外規定があり、該当する場合は問題

ないと考えます。 

露天駐車場・露天資材置場用地として転用するものです。 

以上、提案させていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

議   長    事務局の提案が終わりましたので、地区協議会での結果報告をお願い

します。 

番号１番から７番について、第１地区協議会の調査した意見結果を報

告願うわけですが、番号３番から７番につきましては、議案第１号番

号１番から番号５番の農地法第３条の区分地上権について併せて報告

をお願いします。 

 

１７番委員    番号１番と２番は申請内容が同一なので、併せて報告させていただき



13 

 

ます。こちらは太陽光発電としての申請です。周辺農地を確認したと

ころ、特に問題ないと意見決定しました。再度ご審議をお願いします。 

また、番号３番から７番なのですが、こちらは営農型太陽光パネルと

しての申請です。以前も議案に出ていたのですけれども、ちょっと特

殊なので、説明させていただきます。 

こちらは譲受人、譲渡人ともに同一です。こちらはグループ会社であ

り、本社が東京都にあります。太陽光の下の農地で耕作する譲渡人の

法人について少し説明させていただきます。譲渡人は農地所有適格法

人であり、実際に農業をされているところは、徳島県阿波市を拠点に

全国に規模拡大をしております。徳島県で実際に10町歩ほどの耕作を

されていて、次の規模拡大の拠点として群馬県太田市を選定され、今

年３月に農地法第３条の許可を得て、本申請地を取得しました。 

 企業としての目的は、荒廃地の再生及び太陽光発電の下での陰性植

物(ドクダミ、サカキ、ミョウガ)などを栽培し、農産物の生産から加

工、流通、販売まで行う農業の６次化で雇用拡大を目指すことです。既

に太田市吉沢町の●●●●●●●●に事務所を設置しており、農機具

については、今回の申請地から約30分の位置にある埼玉県深谷市内の

農地を譲渡人が取得しており、その地権者から農業用倉庫を借受け、

保管することになっています。今後は太田市内に農業用倉庫を取得す

る予定とのことです。 

作付は、サカキとドクダミを予定しております。栽培方法として、防草

シートと仕切り板を用いて周辺農地に影響がないように行うとのこと

です。徳島県では既に栽培実績があり、ドクダミドリンクなどの加工

品も販売しております。現地を確認したところ、周辺農地への支障も

なく特に問題ないと判断いたしました。 

また、議案第１号１番から５番の区分地上権の設定については、番号

３番から７番の営農型太陽光発電施設用地の一時転用が許可されたと

きに伴う設定のため、併せて許可相当と意見決定いたしました。 

再度ご審議のほど、お願いいたします。以上です。 

 

議   長    ただいま、第１地区協議会より、番号１番から７番及び議案第１号番

号１番から５番の農地法第３条の区分地上権について報告がありまし

たが、ご意見、ご質問等ございますか。 

 

６番 委員     会社関係を教えてほしいのですが、これは徳島の会社が本社ですか。

徳島というのはどういう関係ですか。ここには両方とも東京で、なお
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かつ住所も、社長さんも同じですよね。ですから、別にどちらかがペー

パーカンパニーだということはないのだろうと思うんですが、まさに

今ご説明した徳島と新橋と太田、どういう会社関係が……。 

事 務 局    今の委員さんの質問に対して回答いたします。この譲受人の親会社が

徳島にありまして、今回の譲受人と譲渡人に関してはそのグループ会

社で、そちらが東京都にあるような形です。また、親会社の代表の方も

徳島の方でありまして、そういうところで徳島を拠点にやられている

ということになります。以上です。 

６番 委員     新橋にある会社というのは徳島のグループ会社ですから、それぞれ株

式会社を名乗っていますから、会社としては独立しているわけですよ

ね。ペーパーカンパニーではない。あと、太田は単に何をするんです

か。場所だけ借りて、向こうのそれぞれの会社の方がこっちに来て仕

事をするということですか。 

事 務 局    従業員に関しては、太田市で実際にシルバー人材の方を雇ったりして、

下部農地を耕作する。また、●●●●●●●●に●●●●●の社員が

在駐して作業をすることになっています。 

あともう１点の太田市を選定した理由に関しては、太田市は日照の関

係で太陽光発電に適しているのと、あと、関東圏に太田市はあります

ので、ドクダミ等を栽培して、それを加工して、流通するのに、顧客を

関東圏に考えているというところで、拠点も関東圏にある太田市を選

んだというような理由になっています。 

６番 委員     ちょっとしつこいので申し訳ないんだけれども、結構大々的におやり

になるので、それはぜひやっていただければいいと思うんですけれど

も、会社関係が、なおかつ東京に所在をしていて、今のお話だと太田に

駐在事務所なり、何とか事務所というのは何もないわけですよね。人

は人材センターから頼むのはいいんですけれども、その場合、監督と

か、指示というのは、新橋ですからすぐ電車で来られると思うんです

けれども、通勤をして、それで栽培や何かの指導をしていく、そういう

ことですか。まさに実態がどうかというだけで、これ自体に別に問題

があるとは思っていないんですけれども、何となく会社の実態だけき

ちっと把握しておいたほうがいいのではないか、そういう趣旨です。 

事 務 局    吉沢町にある●●●●●●●●にもう既に●●●●●の会社が支店と

して事務所を開いており、そこに従業員を配置するような形になって

いまして、●●●●●●●●から、今回で言うと申請地、古戸町に足を

運んで管理や点検等を行うようなことになっております。その下部農

地の管理と収穫と草刈りに関しては、地元の方の人材を雇用しつつ、
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規模を拡大していこうというような形であります。 

６番 委員     ありがとうございました。 

13番 委員     営農型ということであるわけですから、サカキとドクダミというのは、

サカキの中にドクダミを育てていくのか、まるっきりサカキはサカキ、

ドクダミはドクダミというふうな栽培形態を取るのか、そこの栽培形

態をもう少し詳しくお答え願いたいと思います。 

事 務 局    今回の申請に関しては、もともと田んぼであった場所に関してはドク

ダミを栽培するということになっていまして、畑の場所に関してはサ

カキを栽培するような形になっていますので、同じ農地のところに２

種類の作付をするわけではなく、それぞれの申請地で、ここはドクダ

ミ、ここはサカキというふうに作物を分けているような形になります。

以上です。 

13番 委員     分かりました。 

９番 委員     太陽光のことなのですが、今回の１番、２番の譲受人も他県の人です

よね。今までにも遠方の方から譲り受けて、太陽光発電をというのは

あったと思うのですが、雑草等の問題で何か苦情が出たり、問題があ

ったりしたことはあるんですか。遠方の方だと、頼んでしまうという

ことが圧倒的に多いと思うんですけれども、今まで何かそういう問題

が起きたことはないんですか。 

事 務 局    特にありません。以上です。 

議   長    ９番委員、よろしいですか。 

９番 委員     はい、結構です。 

 

議   長    それでは、ご質問も終わったようですので、採決いたします。 

番号１番から７番及び議案第１号１番から５番を許可とすることに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手 全員） 

議   長    全員賛成でありますので、番号１番から７番及び議案第１号番号１番

から５番を許可とすることに決定いたします。 

 

議   長    続いて、番号８番から16番について、第２地区協議会の調査した意見

結果を報告願います。 

 

３番 委員     ８番について報告いたします。 

譲受人は借家に住んでおり、資金の都合もついたので、現在、居住して

いるところから近い申請地を取得し、自己の住宅を建築したいという



16 

 

ことでございます。譲渡人は、譲受人の希望により申請地を売却し、生

活費に充てたいということでございます。よろしくお願いいたします。 

１番 委員     続きまして、９番、10番を報告したいと思います。 

９番、10番は一般住宅用地です。申請地を取得し、自己の住宅を建築

するものです。現地を確認したところ、周辺農地への支障もなく問題

ないので、許可相当と意見決定いたしました。 

再度ご審議のほど、よろしくお願いします。 

６番 委員     11番から13番までご説明します。 

11番は、実家に二世帯で住んでおり、お金ができたので、申請地を父

親から借りて自己の住宅を建築したいということであります。 

12番は、先ほどの議案第２号番号１番と同一の申請人で、昭和30年頃

から農地を道路に使っていたんですが、これらを含め、隣地の畑を買

い取りまして、併せて農業を行うために通路用地として転用したいと

いうことでございます。 

３番目は、かつて許可した案件の隣の場所に一般住宅を設けようとい

うことでございます。 

それぞれ関係各条に照らし、問題ないと思いますので、再度ご検討の

ほどよろしくお願いいたします。 

４番 委員     ４番より、14番から16番を説明いたします。 

14番は、転用目的は露天駐車場でありまして、周辺の概要は、北側が

国道になっておりまして、西側は市道、したがって、この周辺について

の農地には影響がないので、一応、許可相当と決定いたしました。 

さらに15番ですけれども、15番、16番も露天資材置場ということで、

転用目的になっております。この両農地についても営農条件には支障

はありません。ただ、資材置場用地ということなので、東と南側に田が

ありますので、営農条件に支障がないように留意するように特記事項

としては記しておきました。以上、許可相当と判断しましたので、再度

の審議をよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議   長    ただいま、第２地区協議会より番号８番から16番について報告があり

ましたが、ご意見、ご質問等ございますか。 

委   員    なし。 

議   長    ご意見、ご質問等もないようですので、採決いたします。 

番号８番から16番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手 全員） 

議   長    全員賛成でありますので、番号８番から16番を許可とすることに決定
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いたします。 

 

議   長    続いて、番号 17 番から 19 番について、第３地区協議会の調査した意

見結果を報告願います。 

 

２番 委員     ３件について説明します。 

まず、17番でございますが、太陽光発電の設置用地ということですが、

現地を確認いたしましたが、これは昔の桑畑で、現在、山林化している

傾斜地でございます。周りについても全て山林化しておりますので、

利用価値は高いと思います。問題なく許可相当という結論を得ました。 

18番につきましては、集落内農地でございまして、父から借り受けた

ところに住宅を建てたいということでございますので、集落内農地、

周りの農地にも特に支障はありませんので、許可相当という結論にな

っております。 

19番についても、先ほどと同じように昔の桑園の傾斜地でございまし

て、周りは山林化しておりますが、ここに以前から譲受人がバイオマ

ス発電のための植林をしたいということで土地を増やしているところ

でございます。現地については、●●●●●●のすぐ下の傾斜地でご

ざいますので、これも有効利用というふうな判断をいたしまして許可

相当という結論を得ました。 

３件とも同様の結論でありますので、再度ご審議のほどよろしくお願

いします。 

 

議   長    ただいま、第３地区協議会より番号 17 番から 19 番について報告があ

りましたが、ご意見、ご質問等ございますか。 

委   員    なし。 

議   長    ご意見、ご質問等もないようですので、採決いたします。 

番号17番から19番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手 全員） 

議   長    全員賛成でありますので、番号 17 番から 19番を許可とすることに決

定いたします。 

 

議   長    続いて、番号20番について、第４地区協議会の調査した意見結果を報

告願います。 

 

１５番委員    当地区協議会で調査した結果、周辺農地への支障もないということで、
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許可相当といたしました。 

再度の審議をよろしくお願いいたします。 

 

議   長    ただいま、第４地区協議会より番号20番について報告がありましたが、

ご意見、ご質問等ございますか。 

委   員    なし。 

議   長    ご意見、ご質問等もないようですので、採決いたします。 

番号20番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手 全員） 

議   長    全員賛成でありますので、番号20番を許可とすることに決定いたしま

す。 

 

議   長    続いて、番号 21 番から 28 番について、第５地区協議会の調査した意

見結果を報告願うわけですが、番号21番と24番、26番から28番につ

きましては、議案第１号番号８番と９番、12番から14番の農地法第３

条の区分地上権について併せて報告願います。 

 

１９番委員    21番について申し上げます。 

番号21番について、当地区協議会で許可基準チェックリストに基づき

調査した結果は、太陽光の下の農地でブルーベリーを作付する計画で

あり、現地確認をしたところ、周辺農地への支障もなく問題はないの

で、許可相当と意見決定いたしました。また、議案第１号８番の区分地

上権の設定については、番号21番の営農型太陽光発電施設用地の一時

転用が許可されたときに伴う設定のため、併せて許可相当と意見決定

いたしました。 

再度ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

７番 委員     続きまして、22番から25番まで説明いたします。 

番号 22番から 25番につきましては、第５地区協議会で許可基準チェ

ックリストに基づきまして調査した結果は、現地確認をしたところ、

いずれも周辺農地への支障もなく問題はないので、許可相当と意見決

定をいたしました。 

なお、番号24番につきましては、大型営農型太陽光発電に伴う一時転

用の申請ですが、下の農地につきましてはサカキを作付する予定だと

聞いております。 

また、議案第１号９番の区分地上権の設定については、番号 24番の営

農型太陽光発電施設用地の一時転用が許可されたときに伴う設定のた
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め、併せて許可相当と意見決定をいたしました。 

再度の審議をよろしくお願いいたします。 

５番 委員     番号 26番から 28番について、当地区協議会で許可基準チェックリス

トに基づき調査した結果は、太陽光の下部農地でブルーベリーを作付

する計画であります。現地を確認したところ、いずれも周辺農地への

支障もなく問題はないので、許可相当と意見決定しました。また、議案

第１号12番から14番の区分地上権の設定については、番号26番から

28番の営農型太陽光発電施設用地の一時転用が許可されたときに伴う

設定のため、併せて許可相当と意見決定しました。 

再度ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議   長    ただいま、第５地区協議会より、番号 21番から 28番及び議案第１号

番号８番と９番、12 番から 14 番の農地法第３条の区分地上権につい

て報告がありましたが、ご意見、ご質問等ございますか。 

 

４番 委員     自分は最後にちょっと質問をしようかなと思ったんですけれども、太

陽光の申請が結構多いんですね。事務局に伺いますけれども、この太

陽光の申請の場合も、それぞれの農業委員さんに許可チェックリスト

を出しますけれども、太田市で太陽光の環境問題も、一時、太田市とし

てチェックをしましたね。あれは同時添付しているんですか。だって、

決めたでしょう。太田市農業委員会で環境のものの協議をしたでしょ

う。それは全部、担当している太陽光のものはチェック、添付して併せ

て出しているんでしょう。 

事 務 局    同意書を頂いているものに対しては、各担当委員のほうにもその同意

書をコピーして送付をさせていただいております。 

４番 委員     その様式というのは、私は見ていないんですけれども、そういうもの

ができているんですよね。一応太田市で決めているからね。それを併

せて添付するようにお願いしたいと思います。以上です。 

６番 委員     今の同意書というのは、同意書がない案件もあるという意味ですか。 

事 務 局    お答えいたします。前回の太陽光の関係での同意書というのは、営農

型太陽光ではなくて、通常の野立ての場合も含まれていたと思うんで

すけれども、その場合は同意書というのは必須ではなかったと思うん

ですが、営農型太陽光に関しては周辺が農地であることが多いので、

農地の耕作者の方に対して、または所有者の方に対して、背が高い太

陽光で光の関係もありますので、太陽光パネルの隣接地の方の同意を

いただいているような状況でございます。 
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６番 委員     ありがとうございました。 

 

議   長    それでは、採決したいと思います。 

番号21番から28番及び議案第１号番号８番と９番、12番から14番 

         を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手 全員） 

議   長    全員賛成でありますので、番号 21 番から 28番及び議案第１号番号８

番と９番、12番から14番を許可とすることに決定いたします。 

 

議   長    続いて、番号 29 番から 30 番について、第６地区協議会の調査した意

見結果を報告願います。 

 

１１番委員    29番と30番についてご報告させていただきます。 

当地区協議会で許可基準チェックリストに基づき調査した結果を報告

いたします。 

最初に、29番は、自宅の敷地が狭くなって、家族の車を止めるスペー

スが不足しているために申請地を妹から贈与を受け、拡張するもので

す。現在の宅地と一体利用をするということです。 

続きまして、30番は、譲受人は運送業を営んでおり、露天資材置場が

不足し、さらに本社内に倉庫を建築するため、トラックの駐車場を確

保するために申請地を取得するものです。 

29番、30番ともに現地を確認したところ、周辺農地への支障もなく問

題ないので、許可相当と意見決定いたしました。 

再度ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議   長    ただいま、第６地区協議会より番号 29 番から 30 番について報告があ

りましたが、ご意見、ご質問等ございますか。 

委   員    なし。 

議   長    ご意見、ご質問等もないようですので、採決いたします。 

番号29番から30番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手 全員） 

議   長    全員賛成でありますので、番号 29 番から 30番を許可とすることに決

定いたします。 

なお、3,000㎡を超える許可処分については、群馬県農業会議に意見聴

取し、決定に変更がない場合、許可書の交付につきましては、太田市農

業委員会会長専決規程により、改めて定例総会を開催せずに交付する
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ことといたします。 

また、事務の取扱いの結果については、来月の定例総会で報告するこ

とといたします。 

 

議   長    以上で審議は終了いたしましたが、次の報告第１号は先月、農業会議

に意見聴取した６月分の許可証の取り扱いに関わる太田市農業委員会

会長専決規程第３条によるものでございます。 

太田市農業委員会会長専決規程第２条により、下記のとおり、許可証

交付の取扱いをしましたので、報告いたします。 

続いて、報告第２号から第５号について、事務局よりお願いします。 

 

事 務 局    報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出に

ついて、３件提出されております。 

報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出に

ついて、38件提出されております。 

報告第４号 農地法第18条第６項の規定による通知書について、８件

提出されております。 

報告第５号 農地法第３条の３の規定による農地等の権利取得の届出

について、18件提出されております。 

それぞれの内容につきましては記載のとおりです。 

以上、報告させていただきます。 

 

議   長    報告第２号から第５号につきまして、ご質問等ございますか。 

委   員    なし。 

議   長    ご質問等もないようですので、続いて、協議事項(1)令和３年度の目標

及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について、別紙のとおり

公表したいので、決定を求めます。 

事務局より、提案をお願いいたします。 

 

事 務 局    それでは、説明に入る前に訂正をお願いしたいと思います。３ページ

目、Ⅲ、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進、３の目標達成に

向けた活動の活動実績の中で、太田市担い手育成総合協議会新規就農

支援部会とありますが、太田市担い手育成総合支援協議会新規就農支

援部会と支援が入りますので、訂正をお願いします。 

それでは、太田市農業委員会におきまして、令和３年度の目標及びそ

の達成に向けた活動の点検・評価を公表する必要があるため、別紙資
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料のとおり（案）を作成いたしましたので、ご説明させていただきま

す。 

Ⅰ、農業委員会の状況につきましては、農業の概要、農業委員会の現在

の体制について記載されております。 

Ⅱの担い手への農地の利用集積・集約化につきましては、集積実績

3,850haのうち12haが新規に集積をされました。 

Ⅲの新たに農業経営を営もうとする者の参入促進につきましては、昨

年度は参入目標、２経営体のところ３経営体が参入いたしました。参

入実績面積は1.2haです。 

Ⅳ、遊休農地に関する措置に関する評価につきましては、農地パトロ

ールなどにより、17.9haの遊休農地を解消することができました。 

Ⅴ、違反転用への適正な対応につきましては、昨年度の違反転用面積

は 2.7ha でした。引き続き、再発防止、指導等の取組を行っていきた

いと思います。 

Ⅵの農地法等によりその権限に属された事務に関する点検につきまし

ては、昨年度の農地法第３条に基づく許可事務、農地転用に関する事

務、農地所有適格法人からの報告への対応、情報の提供等についての

件数及び内容について記載されております。 

Ⅶの地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容につきましては、

特にございませんでした。 

Ⅷの事務の実施状況の公表等につきましては、総会等の議事録や活動

計画の点検・評価の公表方法と農地等利用最適化推進施策の改善につ

いての意見の提出について記載されております。 

以上で、令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）

の公表についての説明を終わります。 

なお、今年度におきましては提出が例年よりも遅れてしまいましたが、

来年度以降は迅速に早目に提出したいと思っておりますので、ご協議

のほどよろしくお願いします。以上です。 

 

議   長    ただいま、事務局より提案がありましたが、ご意見、ご質問等ございま

すか。 

委   員    なし。 

議   長    ご意見、ご質問等もないようですので、採決いたします。 

事務局提案のとおり、令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の

点検・評価（案）について賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手 全員） 
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議   長    全員賛成でありますので、令和３年度の目標及びその達成に向けた活

動の点検・評価について原案どおり決定し、公表いたします。 

以上で第24回定例総会を終了します。長時間にわたりご協力いただき

まして、ありがとうございました。 
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